
大和市告示第１７３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第３項の規定により、地域包括支援セ

ンターを次のとおり設置した。 

  平成２５年１０月３日 

                              大和市長 大 木  哲   

 

名称 所在地 設置者の名称 設置した日 

中央林間地域包括支援センター 
大和市下鶴間１５９８番地１ 

ＬＡＰＬＡ中央林間２F 

社会福祉法人

プレマ会 

平成２５年

１０月１日 

南林間地域包括支援センター 
大和市南林間一丁目４番１８

号ジュネス南林間２－１号室 

社会福祉法人

大和清風会 

平成２５年

１０月１日 

 

 


